
 

 

 今年は申告期間が所得税で 3 月 1５日（月）、消費税が３月 31 日（水）までとなっていま

す。納税者の皆様の利便を図るため、宮津税務署・納税協会宮津市支部と協力しながら、無

料個別相談を下記日程で実施いたしますのでご利用下さい。 

 

【所得税宮津地区個別相談会】 

日    時 場    所 相  談  員 

２月１６日（火）9時 30 分～16 時 宮津商工会議所 税理士及び当所経営支援員等

２月２３日（火）9時 30 分～16 時 宮津商工会議所 税理士及び当所経営支援員等

 

【所得税地区別個別相談会】 

日    時 場    所 相  談  員 

２月２４日（水）９時３０分～１５時 府中地区公民館 当所経営支援員等 

３月 １日（月）９時３０分～１５時 栗田地区公民館 当所経営支援員等 

３月 ４日（木）９時３０分～正 午 記念吉津文化青年会館 当所経営支援員等 

３月 ４日（木）１４時～１６時３０分 養老地区公民館 当所経営支援員等 

 

【納税協会個人部会宮津分会会員対象個別相談会】 

 日    時 場    所 相  談  員 

所得税 ３月 ５日（金）9時～15 時 宮津商工会議所 税理士及び当所経営支援員等

消費税 ３月２６日（金）9時～15 時 宮津商工会議所 税理士及び当所経営支援員等

 

○所得税相談の方 

・平成２０年分の申告書・決算書の控え 

・帳簿類 

・添付書類(国民年金・生命保険・損害保険等

の証明書、年金・給与の源泉徴収票など) 
・印鑑 
○消費税相談の方 

・平成２０年分の消費税確定申告書・付表・所

得税決算書の控え 

・平成２１年分の所得税決算書の控え 

・帳簿類(本則課税の方) 
・印鑑 


